
三
本
英
通
氏
を
引
き
続
き
固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

に
選
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で

す
。国

の
行
政
機
関
に
係
る
個
人

情
報
保
護
法
制
等
が
充
実
強
化

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
個
人
情

報
の
適
正
管
理
に
関
す
る
規
定

や
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務

の
委
託
の
規
制
に
関
す
る
規
定

に
お
い
て
、
努
力
規
定
で
あ
っ

た
も
の
を
義
務
規
定
に
改
め
、

個
人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は

提
供
の
制
限
に
違
反
し
た
取
り

扱
い
を
受
け
て
い
る
と
認
め
る

と
き
の
実
施
機
関
に
対
す
る
是

正
の
申
出
に
関
す
る
規
定
を
、

個
人
情
報
の
消
去
、
利
用
又
は

提
供
の
中
止
請
求
が
で
き
る
旨

の
規
定
に
改
め
る
な
ど
、
個
人

の
権
利
利
益
の
保
護
を
強
化
す

る
内
容
に
改
め
る
も
の
で
す
。

◎
改
正
の
主
な
内
容

�
市
税
等
の
収
納
の
向
上
と
口

座
振
替
の
加
入
促
進
の
た
め
、

非
常
勤
の
特
別
職
の
職
員
と
し

て
市
税
等
収
納
補
助
員
を
設
置

す
る
こ
と
に
伴
い
、
月
額
７
万

７
千
２
８
０
円
を
基
準
と
し
、

報
酬
の
額
を
定
め
る
も
の
で
す
。

�
選
挙
人
の
投
票
し
や
す
い
環

境
を
整
え
る
た
め
、
不
在
者
投

票
制
度
を
改
め
、「
期
日
前
投
票

制
度
」が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
期
日
前
投
票
所
の
投
票

管
理
者
及
び
投
票
立
会
人
に
関

す
る
規
定
を
設
け
る
な
ど
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

�
年
額
報
酬
で
額
を
定
め
て
い

る
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
、
保

育
園
医
及
び
保
育
園
歯
科
医
に

つ
い
て
、
現
状
で
は
人
数
の
多

い
と
こ
ろ
と
少
な
い
と
こ
ろ
と

の
間
で
、
実
労
働
に
対
し
て
報

酬
の
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
学
校
割
又
は
保
育
園

割
を
３
万
２
千
円
、
児
童
生
徒

割
又
は
園
児
割
を
３
９
０
円
と

し
、
報
酬
の
不
均
衡
の
是
正
を

図
る
も
の
で
す
。

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
の
サ
ブ
ア

リ
ー
ナ
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
使
用

す
る
場
合
を
前
提
に
し
た
使
用

料
の
設
定
で
す
が
、
メ
イ
ン
ア

リ
ー
ナ
の
使
用
と
の
間
に
不
均

衡
が
生
じ
て
い
ま
す
の
で
、
メ

イ
ン
ア
リ
ー
ナ
の
使
用
区
分
と

同
様
に
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
に
つ

い
て
も
、
入
場
料
の
徴
収
の
有

無
や
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の

使
用
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に

よ
る
区
分
を
新
た
に
設
け
、
使

用
料
の
設
定
を
す
る
も
の
で
す
。

高
齢
者
に
対
し
、
敬
老
の
意

を
表
し
長
寿
を
お
祝
い
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
が
、

日
本
人
の
平
均
寿
命
が
伸
び
、

人
生
80
年
代
を
迎
え
て
お
り
、

本
市
の
高
齢
化
率
も
平
成
15
年

に
は
13
・
５
％
に
上
昇
し
、
着

実
に
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ

と
か
ら
、
支
給
対
象
の
年
齢
を

満
80
歳
以
上
の
節
目
の
年
齢
と

す
る
な
ど
所
要
の
改
定
を
行
う

も
の
で
す
。

現
行
の
税
率
で
来
年
度
の
歳

入
歳
出
を
見
積
も
っ
た
場
合
、

歳
出
面
で
医
療
給
付
費
及
び
介

護
保
険
納
付
金
の
伸
び
が
大
き

く
、
歳
入
不
足
が
相
当
額
見
込

ま
れ
る
た
め
条
例
を
改
正
す
る

も
の
で
、
主
な
内
容
は
、
被
保

険
者
に
係
る
均
等
割
額
を
「
１

万
９
千
円
」
か
ら
「
３
万
１
千

円
」
に
引
き
上
げ
、
世
帯
に
係

る
平
等
割
額
を「
２
万
１
千
円
」

か
ら
「
３
万
５
千
円
」
に
引
き

上
げ
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
を

「
１
０
０
分
の
0.8
」か
ら「
１
０

０
分
の
１
」に
引
き
上
げ
、介
護

納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る

均
等
割
額
を
「
９
千
円
」
か
ら

「
１
万
１
千
円
」
に
引
き
上
げ
、

加
え
て
、
地
方
税
法
の
改
正
に

伴
い
介
護
納
付
金
課
税
限
度
額

を
「
７
万
円
」
か
ら
「
８
万
円
」

に
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

八
街
駅
前
第
３
自
転
車
駐
車

場
用
地
を
東
日
本
旅
客
鉄
道
�

に
返
還
し
、
こ
の
駐
車
場
を
廃

止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

消
費
税
法
の
改
正
に
伴
い
、

手
数
料
の
表
示
方
法
を
総
額
表

示
に
改
め
る
と
と
も
に
、
事
業

系
の
廃
棄
物
の
処
理
料
金
に
つ

い
て
、
近
隣
市
町
村
の
料
金
の

状
況
な
ど
を
考
慮
し
て
改
定
す

る
も
の
で
、「
事
業
活
動
に
伴

っ
て
生
じ
た
一
般
廃
棄
物
」
を

「
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
12
円
」

か
ら
「
16
円
」
に
引
き
上
げ
る

な
ど
所
要
の
改
定
を
行
い
、
併

せ
て
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

よ
り
条
項
の
整
備
を
行
う
も
の

で
す
。

改
正
前
の
地
方
自
治
法
の
規

定
に
基
づ
く
住
民
訴
訟
（
都
市

計
画
税
課
税
処
分
無
効
確
認
等

請
求
事
件
）
に
つ
い
て
、
１
審
、

２
審
と
も
原
告
の
請
求
が
棄
却

さ
れ
、
そ
の
後
、
上
告
棄
却
の

決
定
に
よ
り
判
決
が
確
定
し
た

の
で
、
勝
訴
し
た
当
該
職
員
に

対
し
弁
護
士
費
用
を
負
担
す
る

た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
す
。

八
街
字
大
清
水
の
ブ
ロ
ッ
ク

土
留
等
が
、
盛
土
の
土
圧
及
び

水
路
の
洗
掘
に
よ
る
影
響
で
、

沈
下
・
傾
斜
し
損
傷
し
た
事
故

に
つ
い
て
、
相
手
方
と
和
解
を

成
立
さ
せ
た
い
の
で
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

議 案 の 内 容

2 市議会だより｜平成16年（2004年）5月10日

人
　
　
　
事

条
　
　
　
例

そ
　
の
　
他

3月定例会

平成16年３月定例会は、２月20日に開会され、
市長から議案30件、議員から発議案２件、請願
３件が提出され審議されました。

◆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任

◆
八
街
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
非
常
勤
の
特
別
職
の
職
員
等

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定

◆
八
街
市
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
八
街
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定

◆
八
街
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
八
街
市
自
転
車
駐
車
場
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
住
民
訴
訟
に
お
け
る
応
訴
費

用
の
負
担

◆
ブ
ロ
ッ
ク
土
留
等
損
傷
事
故

の
和
解

◆
八
街
市
長
寿
祝
金
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

▲新たに北側に設置された自転車駐車場


